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NSRにゅーす 社会保険労務士法人ＮＳＲ
大阪オフィス tel 06-6345-3777
神戸オフィス tel 078-371-5120

平成27年3月10日、上記の法律案が閣議決定され、通常国会にて審議中です。（3/24現在）
この改正法が成立すれば、これまでは「適用除外」とされていた、取扱個人情報が過去６ヶ月
のいずれの日においても5000を超えない事業者にも個人情報保護法が適用されること
になります。

資料出所
　内閣官房　http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html

○個人情報の取扱いの監視監督権限を有する第三者機関（個人情報
保護委員会）を特定個人情報保護委員会を改組して設置など

・個人情報の定義の明確化（身体的特徴等が該当）
・要配慮個人情報（いわゆる機微情報）に関する規定の整備

個人情報保護法 個人情報の保護と有用性の確保に関する制度改正

○金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充
⇒預貯金口座への付番、特定健診・保健指導に関する事務における
利用、予防接種に関する事務における接種履歴の連携等

特定個人情報（マイナンバー）の利用の推進に係る制度改正

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案

番号利用法

個人情報の定義の明確化

個人情報保護法の改正のポイント

・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定
の整備
・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備

・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備
・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備

適切な規律の下で個人
情報等の有用性を確保

・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化個人情報保護委員会の
新設及びその権限

個人情報の取扱いの
グローバル化

・本人同意を得ない第三者提供（オプトアウト規定）の届出、
公表等厳格化
・利用目的の変更を可能とする規定の整備
・取扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応

その他改正事項

・トレーサビリティの確保（第三者提供に係る確認及び記録の
作成義務）
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース等提供罪の新設

個人情報の保護を強化


